
外神田一丁目南部地区のまちづくり説明会



説明内容

1

１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



①建物の老朽化 ②治安風紀や安全・安心への懸念
③広場の不足 ④親水性の不足
⑤来街者の満足度・商業地域としての競争力
⑥公共施設の機能更新

○神田川両岸とその周辺の一体的まちづくり

・水辺空間を意識した歩行者ネットワークの構築等
により、神田川を中心に取り囲むような両岸とその周辺
が一体となったまちづくりを目指す。

○地区全体で連携した機能の誘導

・神田須田町・神田淡路町の歴史的な魅力や秋葉
原駅周辺地域の国際的な商業地・観光地としての
潜在力を最大限に活かせる機能の誘導を検討する。

○安全・安心なまちづくり

・老朽建物の機能更新、防災船着場の整備等によ
る地域防災力の向上や、住環境や地域コミュニティの
継続に配慮したまちづくりを行なう。

 

：みらいプロジェクトに記載あり

外神田一丁目地区のまちづくりについて

地区の位置・検討図

■位置図

■まちづくりの経緯

平成22年3月 外神田一丁目計画基本構想策定

平成25年1月
JR万世橋ビル竣工
マーチエキュート神田万世橋竣工

平成26年12月
外神田一丁目神田川沿岸地区意見交換会立ち上げ
⇒平成30年に検討区域の拡大

令和元年7月
外神田一丁目計画基本構想オープンハウス型
説明会開催

令和元年12月 外神田一丁目計画基本構想改定

まちの課題・将来の方向性

■まちの課題

基本コンセプト
「神田須田町・神田淡路町界隈と秋葉原駅周辺地域を
行き交う人々の懸橋となるまちづくり」

■将来の方向性
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外神田一丁目計画基本構想区域

再開発事業検討範囲

秋葉原駅

神田川

中
央
通
り



説明内容

3

１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



再開発事業検討範囲の区有財産について

土地 建物

① 千代田清掃事務所 使用貸借
区分所有 約1900㎡

（駐車場、共用部分等含む）

② 千代田万世会館 約165㎡ 約1030㎡

③ 旧万世橋出張所 約235㎡ 約1290㎡

④ 川沿い区有地 約55㎡ ー

⑤
区道
（廃止予定 678号の一部、681号、682号）

約630㎡ ー

4

①

②

③

④

⑤

凡例
土地
土地（使用貸借）
道路



説明内容
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１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



千代田清掃事務所 施設概要
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千代田清掃事務所 区民サービスの提供
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千代田清掃事務所 現状と課題
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千代田清掃事務所 現状と課題
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説明内容
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１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



千代田万世会館 現状と課題
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説明内容
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１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について
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個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討
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清掃事務所・万世会館を個別建替えするパターン（土地取得できた場合）

駐車場

東京都

千代田区
民間

国

万世橋

昌平橋

神田川

千代田区

凡例

国所有

都所有

民間所有

区所有

清掃事務所
東部住宅建設事務所

万世
会館 東芝万世橋ビル

パセラ
リゾーツ

新万世橋
出張所

万世橋出張所
区民会館

移転

国道
事務所

従前

民間

国

万世橋
昌平橋

神田川

千代田区

凡例

国所有

都所有

民間所有

区所有

東芝万世橋ビル パセラ
リゾーツ

新万世橋
出張所

万世橋出張所
区民会館

国道
事務所

万世会館
清掃事務所

親水広場

・駐車場が千代田区の土地で完結しない
・清掃車の路上停車の解決が困難

東京都の土地を取得する必要がある

親水空間の実現が困難

千代田区

東部住宅建設事務所

東京都

千代田区 駐車場

従後（地下に駐車場整備）

万世会館（葬儀場）と清掃
事務所の合築となる

土地・建物は単独になるが、都有地の取得や清掃事務所・万世会館の課題解決、基本構想の実現が困難



説明内容
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１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



再開発計画案について

清掃事務所の機能継続と
車両のスペース不足等の課題解消街区一体化に伴う区道廃止

万世会館の機能継続と使い勝手等の課題解消

■断面図

■イメージパース

■配置図（区施設の考え方）

※計画案は現在検討中のものであり、今後の検討・行政協議等により変更となる可能性があります。

●再開発の整備方針
①親水空間の創出
・川沿いに親水広場や親水歩行者プロムナード、舟運活性化を図る船着場等を整備し親水性の高い水辺空間を形成
②秋葉原らしいにぎわいの創出
・秋葉原らしい個性を活かした低層部のにぎわい施設やホテルを整備
③南北歩行者ネットワークの創出
・秋葉原のにぎわいを南北につなげる南北歩行者ネットワーク軸の形成（地区内貫通通路、国道17号上空デッキ）
④快適な歩行者空間・広場の創出
・快適で回遊性の高い歩行者空間やバス乗降場等、人々が憩い、留まることが可能な広場空間を形成
⑤既存の公共施設の機能更新
・地域に必要不可欠な千代田清掃事務所や、千代田万世会館等を機能継続しながら、機能更新
⑥安心・安全なまちづくり
・電線類の地中化や、防災船着場や広場等の整備により、地域防災力を向上させ、安心・安全なまちを実現
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説明内容
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１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



公共用地の扱いに係る考え方

「大街区化ガイドライン」では具体的に、

①公共施設（道路等）の廃止により、どのような公益を実現するかの明示

②公共施設（道路等）の廃止により、必要な機能が不足しないこと

③公正な財産処分手続きの確保

が求められています。
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市街地再開発事業に伴い廃止する区道の取扱いについては、国交省が大街区化の推進の
取組みを支援することを目的にまとめた「大街区化ガイドライン」（平成２３年３月）を
踏まえ、対応を図ります。



千代田万世会館の考え方（案）

万世会館計画案
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※計画案は現在検討中のものであり、今後の検討・行政協議等により変更となる可能性があります。

・万世会館は、葬祭場という特性を考慮し落ち着い
た川沿街区に配置し、利用者の利便性の向上や葬
儀ニーズの多様化への対応を図ります。

・1フロアの面積を広げることにより、一連の儀式を1フロア
で完結

・葬祭場等は、レイアウト変更が可能な造りとする
・駐車場・お見送りスペースの拡充
・エレベーターを2基設置
・バリアフリーや乳幼児等の対応に配慮した施設・設備

①公共施設（道路等）の廃止により、どのような公益を実現するかの明示



・清掃事務所は、清掃車両の国道滞留を解消し、現状同面積以上かつ、清掃事務所としての利用のしやすさや職員の
働きやすさに配慮した計画を検討していきます。

千代田清掃事務所の考え方（案）
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※計画案は現在検討中のものであり、今後の検討・行政協議等により変更となる可能性があります。

・地下駐車場を確保し、国道への車両滞留を解消
・地上・地下で必要な事務所面積を確保
・専用エレベーターにより、職員の上下移動を円滑化

※整備フロア・レイアウト
については検討中

①公共施設（道路等）の廃止により、どのような公益を実現するかの明示



公共施設（道路等）の廃止により実現する公益の比較

案１ 案２ 案３

道路→道路に替える場合 道路→公園等に替える場合 道路→施設建築物等に替え
る場合（宅地化）

例

考え方・
課題

当地区に隣接する道路は、
いずれも整備済みであり、
新たな道路整備の必要がな
い。

民間の敷地内であっても、
地区計画等の都市計画で広
場等を位置づけた場合、将
来の整備が担保されるため、
必ずしも公園等の整備は必
要とならない。

当地区の清掃事務所・万世
会館について、現状面積同
等以上を確保する原資とす
る。

廃止する道路を付け替え、南側道路を拡幅 廃止する道路を付け替え、公園等の整備 廃止する道路を宅地化し、施設建築物
の一部を取得
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①公共施設（道路等）の廃止により、どのような公益を実現するかの明示



・計画地北側へは、別ルートからでも車両進入が可能です。

②公共施設（道路等）の廃止により、必要な機能が不足しないこと

●現況交通量（自動車）
・計画地中央部の区道678号は、日およびピーク時においてそれほど多くありません。また区道681・682号は主に地
区内の利用者であると確認しています。

141

223
193

27

36
28

6978

6922

7457 7510

635

648

762 658

●廃道後の動線計画
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平日12時間合計（平日・土曜・日曜のうち最大） 平日ピーク時間

※調査日時は下記の通り
・平日調査：平成28年5月19日(木) 天候：晴れ

：従前のルート

廃道前

：廃道後のルート

廃道後



●現況歩行者交通量
・計画地中央部の区道678号（断面e）は、中央通り（断面h）とも同等の歩行者量があると確認できます。

南北歩行者動線断面イメージ

●廃道後の動線計画
・歩行者動線は、再開発計画地区内に貫通通路を設ける
ことにより、従前の歩行機能を担保します。
さらに、国道上空デッキにより、神田川沿いへの動線
も整備し、南北歩行者動線の形成、地域の回遊性を図
ります。
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休日12時間合計（平日・土曜・日曜のうち最大）

※調査日時は下記の通り
・日曜調査：平成28年5月22日(日) 天候：晴れ

※計画案は現在検討中のものであり、今後の検討・行政協議等により変更となる可能性があります。

②公共施設（道路等）の廃止により、必要な機能が不足しないこと

休日ピーク時間



Ａさんの土地

Ａさんの
建物

Ａ・Ｂ・E・Ｘさんの共有

Ａさんの権利床

Ｘさんの保留床

事業資金出資者Ｘさん
（ディベロッパー等）

建設費等の事業費を出資して
土地建物を取得

権利者Ａ・Ｂ・Eさん
従前の権利に応じて土地建物を取得

Ｂさんの権利床

Eさんの権利床

C・D・Ｘさんの共有

Dさんの
権利床

Dさんの土地

Dさんの
建物

Eさんの土地

Eさんの
建物

Ｘさんの
保留床

Cさんの
権利床

従前 従後

Ｂさんの土地

Ｂさんの
建物

Cさんの土地

Cさんの
建物

③公正な財産処分手続きの確保

廃止する区道は公共用地であり、区民共通の財産であることから、都市再開発法の定めによる手続き（権利変換）や、
通常区が区有地を他に売却する際と同様に、透明性の担保された仕組みの中で、適切な価額で適切な手続きを経て、
処分を進めていきます。
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項目 再開発事業による効果

費用負担 再開発事業で整備するため建設費負担なし

仮移転先の確保 再開発事業地区内で確保が可能

区有施設課題の改善性 万世会館 縦積みの解消、同地区内での建替えが可能

清掃事務所 清掃車の路上停車を解決する駐車場の整備、同地区内での建替えが可能

基本構想の実現性 神田川沿いでの親水空間、バス乗降場等の地域課題の解決に向けた整備が可能

〈再開発事業の権利変換とは〉

・現在の土地や建物に関する権利を等価で新しい施設建築物に置き換える方式
・個別建替えのような個別負担はない
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事 業 費

項 目
金額
(億円)

割合
(％)

調査設計
計画費

事業計画作成費（現況測量、現況調査、現況評
価、基本設計、資金計画作成等）、地盤調査費、
建築設計費、権利変換計画作成費

３２ ４

土地整備費 建物除却費、整地費 ３７ ４

補償費
法91条補償…転出者への従前資産相当額の補償
法97条補償…明渡に伴う通常損失補償

１３５ １６

工事費 建物整備、広場、公共施設整備 ６００ ７０

事務費 事務局運営、業務委託費、金利、公租公課等 ５０ ６

合 計 ８５４ １００

※この事業計画案は現時点のものであり、今後の協議等によって変更される可能性があります。

※上記の事業費は、保留床処分金や交付金をもって施行していきます。

■事業計画案

※この事業計画案は外神田１・２・３番地区再開発準備組合が現時点で検討しているものです。

③公正な財産処分手続きの確保（参考）



専門家による公正な判断（審査委員）

再開発事業を進める過程の中には、権利変換の決定等、関係権利者相互間の権利処理が必要にな
ります。

これらの権利処理が公正妥当なものとなるように、組合には３人以上の審査委員を置くことに
なっており、組合員（千代田区も含む）で構成される総会において選任します。

審査委員は、再開発組合業務に従事していない第三者、例えば弁護士や不動産鑑定士等の専門家
等がなります。

再開発組合が設立する段階で、都市再開発法に基づき、公平公正な手続きとなるようルールが定められています。

⓪協議・検討
①都市計画
決定

②組合設立・事業認可 ③権利変換認可 ④着工

手続き・ステップ
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法律
専門家
弁護士

不動産
鑑定士

都市計画
建築
専門家

3人以上の審査委員

③公正な財産処分手続きの確保



説明内容
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１．外神田一丁目地区のまちづくりについて

２．再開発事業検討範囲の区有財産について

・千代田清掃事務所について

・千代田万世会館について

・個別建替えによる千代田清掃事務所と千代田万世会館の検討

３．再開発計画案について

４．公共用地の取扱いに係る考え方

５．定める都市計画とその後の手続き



定める都市計画とその後の手続き
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外神田一丁目南部地区において定める都市計画

●再開発等促進区を定める地区計画 の決定（千代田区決定）

●第一種市街地再開発事業 の決定（千代田区決定）

～都市計画法～

組合設立・事業計画の認可（東京都認可）
～都市再開発法～

権利変換計画の認可（東京都認可）

建築基準法第68条の２
・市町村の条例に基づく制限

決定による制限

都市計画法第53条
・建築の許可

解体・着工


